
産業廃棄物処理委託業務仕様書 

 
 本仕様書は、京丹波町（以下「甲」という。）が委託する産業廃棄物処理業務の仕様

を定めるものであり、受託者（以下「乙」という。）は、本仕様書に基づき、誠実に業

務を遂行するものとする。 
 
１ 目的 
  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに関係法令を遵守し、甲が排出する産

業廃棄物の処理を、乙が受託し、適正に処理することを目的とする。 
 
２ 委託期間 
  地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約 
  平成２５年６月１日から平成２８年５月３１日まで（３年間）とする。 
 
３ 業務内容 
  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに関係法令を遵守して産業廃棄物の収

集運搬・処分業務を行う。 
（１）甲から発生する産業廃棄物は関係法令等を遵守のうえ、適正に収集運搬する。 
（２）甲から発生する産業廃棄物を許可された施設で適正に処分する。 

 （３）上記許可事項に変更があった場合は、乙は速やかにその旨を甲に通知するとと

もに、変更後の許可書の写しを提出する。 
 
４ 廃棄物の種類 
  甲が乙に委託する廃棄物の種類は次の各号に掲げる廃棄物の混合廃棄物とする。 
（１）廃プラスチック類 
（２）紙くず 
（３）木くず 
（４）繊維くず 
（５）ゴムくず 
（６）金属くず 
（７）ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 
（８）がれき類 

 
５ 処理予定数量 
  甲が乙に委託する年間予定処理数量は、年間１００立方メートルとする。 



６ 産業廃棄物管理票（マニフェスト） 
（１）甲、乙は上記４の産業廃棄物の収集・運搬及び処分につき、産業廃棄物の種類・

数量等を記載した産業廃棄物管理票（マニフェスト）による業務確認を行う。 
（２）マニフェストは業務委託料に含み、乙が甲に必要量提供する。 

 
７ 責任 
  乙は、甲から委託された産業廃棄物を、受入れから処分の完了まで、関係法令に基

づき適正に管理する責任を負う。この間に発生した事故は、その原因が甲の責に帰す

べき場合を除き、乙が責任を負うものとする。 
 
８ 資格等 
  乙は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１４条第１項の規定に基づき、甲に

かかる処理に関する全ての許可を受けた業者でなければならない。 
乙は甲が委託した廃棄物の処分について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第１４条第６項の規定により、甲にかかる処理に関する全ての許可を受けた業者に行

わせることができる。 
 
９ 業務遂行注意事項 
  作業にあたっては、服装、用具を整え、事故防止に努めるよう注意しなければなら

ない。 
 
１０ 契約内容 

（１）支払方法 月末締め後払 
（２）見積金額 上記４の産業廃棄物の１立方メートルあたりの処理に要する金額

（単価）を記載し、上記５の処理予定数量（年間）に単価を乗じた年間金額の合計

（消費税相当額は含まない）で入札し、予定価格の制限の範囲内で最低の合計金額

をもって入札した者を落札者とする。 
 （３）入札単価 年間の予定数量に変動があり、不確定なため、入札後は単価契約と

する。 
 （４）上記産業廃棄物処理委託業務の見積金額については、収集運搬費処理費、マニ

フェスト代等のすべてが含まれたものとする。 
 
１１ 提出書類 
  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物処理業の許可書（写し）

を入札書とともに提出してください。下記書類の提出がない場合、又は書類に不足が

あった場合、無効として取り扱いますので、ご留意ください。 



１２ 特約事項 
  本契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による長

期継続契約のため、本契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約

に係る甲の歳出予算について減額又は削除があった場合、甲は、本契約を変更し、又

は解除することができる。 
  前項の規定により本契約を変更し、又は解除された場合において、乙に損害が生じ

たときは、甲は、乙に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠

償額は甲乙協議して定めるものとする。 
  
 


